
議案第５号 

 

愛西市手数料条例の一部改正について 

 

 愛西市手数料条例（平成１７年愛西市条例第５８号）の一部を改正する条

例を別紙のように定めるものとする。 

 

平成２６年２月２６日提出 

 

愛西市長 日 永 貴 章 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正

に伴い、改正する必要があるからである。 
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愛西市条例第５号 

 

愛西市手数料条例の一部を改正する条例 

  

愛西市手数料条例（平成１７年愛西市条例第５８号）の一部を次のように改正

する。 

「                         「 

別表第１中 ９１，０００円  を ９２，０００円 に、 

                  」             」 

「               「 

８２０，０００円 ８３０，０００円 

９９０，０００円 １，０１０，０００円 

１，１００，０００円 １，１２０，０００円 

１，４００，０００円 １，４２０，０００円 

１，６４０，０００円 １，６６０，０００円 

３，８５０，０００円 ３，８８０，０００円 

 

５，０９０，０００円 

 を 

５，１００，０００円 

 に、 

             」                」 

「               「 

 １，１２０，０００円  １，１３０，０００円  

 １，３３０，０００円  を １，３４０，０００円  に、 

 １，４８０，０００円  １，５００，０００円  

             」               」 

「               「 

 ２，１２０，０００円 ２，１４０，０００円 

 ４，３３０，０００円 
 を 

４，３５０，０００円 
 に、 

             」               」 

「               「 

 ９５０，０００円  を ９９０，０００円  に、 

             」               」 
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「               「 

 １，６５０，０００円 １，７２０，０００円 

 ３，１８０，０００円 ３，３２０，０００円 

 ３，８９０，０００円 ４，０６０，０００円 

 ４，４５０，０００円 

 を 

４，６５０，０００円 

 に、 

              」               」 

「               「 

４１０，０００円 ４３０，０００円 

７２０，０００円 ７２０，０００円 

 

９２０，０００円 

 

９６０，０００円 

 

 １，１６０，０００円  を １，２１０，０００円  に改める。 

 ２，８３０，０００円   ２，９５０，０００円   

 ３，４７０，０００円  ３，６２０，０００円  

 ４，０００，０００円  ４，１７０，０００円  

             」               」 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 


